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【精神保健福祉士試験の受験資格に係る実務経験について（平成 14 年 5 月 20 日障精発 0520001 号）別添】
　　精神保健福祉士の業務は、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神障害者の社会
　復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のための必要な訓練その他の援助を行うなことであるこ
　とから、精神保健福祉士の国家試験受験資格を得るために必要な実務経験については、次の①～⑤に該当する業務
　に、年間を通じた業務時間の概ね５割以上従事することを要件とする。
　　①  精神障害者の相談
　　　  精神障害者の精神疾患の状態にも配慮しつつ、その円滑な社会復帰に資する各種の情報提供
　　②  精神障害者に対する助言、指導
　　　  精神障害者に対して、その精神疾患の状態にも配慮しつつ、その退院後の住居や再就労の場の選択等について、
        　積極的な提案、誘導
　　③  精神障害者に対する日常生活への適応のための必要な訓練
　　　  社会復帰の途上にある精神障害者に対し、時間を決めて洗面させる、清掃、洗濯等の習慣をつけさせる、公共
        　交通機関の利用に慣れさせる等の生活技能を身につけるための訓練
　　④  精神障害者に対するその他の援助
　　　  精神障害者自身がすることに困難が伴う手続きを代行し、社会復帰を目指す精神障害者を受け入れる側の家族、
      　学校、会社等に精神障害に関する理解を求めるなど、個々の精神障害者のニーズに応じた多様な支援
　　⑤  援助を行なうための関係者との連絡、調整等
　　　  ・ケースカンファレンス等の会議への出席
　　  　・ケース記録等の関係書類の整理
　　  　・職員間の申し送り、連絡、調整
　　  　・関係機関との連絡、調整
　　なお、病棟における食事の介助や入浴の介助等の看護業務は、実務経験としては認められない。

( 注意 ) 児童が利用者である施設においては、精神障害がある障害児に対する相談援助業務だけでなく、保護者が精
　　　  神障害者の場合、精神障害者である保護者に対する相談援助業務も実務経験の対象となります。
　　　  ただし、乳児院においては、保護者が精神障害者の場合、精神障害者である保護者に対する相談援助業務が
　　　  実務経験の対象となります。乳児に対する相談援助業務は実務経験の対象とはなりません。

業務従事期間の計算方法
　精神保健福祉に関する相談援助の業務に従事した期間は、次の対象となる施設（事業等）・種類及び職種として当
該施設又は事業所と雇用関係を有し常勤（労働時間が当該施設の常勤者のおおむね４分の３以上である者を含
む。）で従事した期間を通算して計算するものとします。

精神保健福祉士国家試験の受験資格を得るために必要な相談援助業務の範囲は、次のとおりとなっています。
【精神保健福祉士法施行規則（平成 10 年厚生省令第 11 号）第 2 条】
【精神保健福祉法施行規則第 2 条第 15 号の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設（平成 23 年厚生労働省告示第
277 号）】

【指定施設における業務の範囲等について（平成 23 年 8 月 5 日障発 0805 第 4 号）】

実務経験コード（短期養成課程・一般養成課程共通）
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施設種類
（精神障害者に対してサービスを

提供するものに限る）

相談援助の実務経験として
認められる職種 コード

児童福祉法

児童相談所

児童福祉司 ０８０１

児童心理司 ０８０２

受付相談員 ０８０３

相談員 ０８０４

電話相談員 ０８０５

心理療法担当職員 ０８０６

児童指導員 ０８０７

保育士 ０８０８

母子生活支援施設

母子支援員 ０９０１

少年を指導する職員 ０９０２

心理療法担当職員 ０９０３

個別対応職員 ０９０４

保育士 ０９０５

自立支援担当職員 ０９０６

障害児相談支援事業を行なう施設
相談支援専門員 １００１

相談支援員 １００２

児童自立支援施設

児童自立支援専門員 １１０１

児童生活支援員 １１０２

個別対応職員 １１０３

家庭支援専門相談員 １１０４

心理療法担当職員 １１０５

職業指導員 １１０６

自立支援担当職員 １１０７

児童家庭支援センター
「児童福祉施設の設備及び運
営に関する基準」第 88 条の
3 第 1 項に規定する職員

１２０１

児童自立生活援助事業を行なう施設

相談援助業務を行なう指導員 １３０１

自立支援担当職員 １３０２

個別対応職員 １３０３

児童福祉法

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行
な
う
施
設

児童発達支援

相談援助業務に従事する職員
（職種名を記入）

０３０１
放課後等デイサービス

居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

乳児院

個別対応職員 ０４０１

家庭支援専門相談員 ０４０２

心理療法担当職員 ０４０３

児童指導員 ０４０４

保育士 ０４０５

里親支援専門相談員 ０４０６

児童養護施設

児童指導員 ０５０１

保育士 ０５０２

個別対応職員 ０５０３

家庭支援専門相談員 ０５０４

心理療法担当職員 ０５０５

職業指導員 ０５０６

自立支援担当職員 ０５０７

里親支援専門相談員 ０５０８

福祉型障害児入所施設
（知的障害児施設・知的障害児
 通園施設であった期間を含む）

児童指導員 ０６０１

保育士 ０６０２

児童発達支援管理責任者 ０６０３

心理担当職員 ０６０４

職業指導員 ０６０５

児童心理治療施設
（旧：情緒障害児短期治療施設）

心理療法担当職員 ０７０１

児童指導員 ０７０２

保育士 ０７０３

個別対応職員 ０７０４

家庭支援専門相談員 ０７０５

自立支援担当職員 ０７０６

施設種類
（精神障害者に対してサービスを

提供するものに限る）

相談援助の実務経験として
認められる職種 コード

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

精神科病院
精神科ソーシャルワーカー ０１０１

医療ソーシャルワーカー ０１０２

精神保健福祉センター

精神保健福祉相談員 ０２０６

社会福祉士 ０２０７

精神科ソーシャルワーカー ０２０８

心理判定員 ０２０９

　次の施設・事業において精神障害者の社会復帰に関する相談援助を主たる業務として行っている方は、精神保健福祉士の
受験に必要な実務経験を有するものと認められます。
　実務経験申告書の「施設（事業）」、「職種」及び各「コード」欄には、次のうち該当する「施設（事業）等種類」、「職種」及
び各「コード」を記入してください。
　

※令和７年８月時点での実務経験の一覧となっています。
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施設種類
（精神障害者に対してサービスを

提供するものに限る）

相談援助の実務経験として
認められる職種 コード

児童福祉法

里親支援センター

里親制度等普及促進担当者 １４０１

里親等支援員 １４０２

里親研修等担当者 １４０３

市町村連携支援員 １４０４

養親等相談支援員 １４０５

自立支援担当職員 １４０６

家庭支援専門相談員 １４０７

心理療法担当職員 １４０８

社会的養護自立支援拠点事業を行な
う施設

支援コーディネーター １５０１

生活相談支援員 １５０２

就労相談支援員 １５０３

妊産婦等生活援助事業を行なう
施設

支援コーディネーター １６０１

母子支援員 １６０２

一時保護施設

児童指導員 １７０１

保育士 １７０２

心理療法担当職員 １７０３

個別対応職員 １７０４

養育支援訪問事業を行なってい
る事業所

訪問支援者 １７１１

親子再統合支援事業を行なって
いる事業所

相談援助業務を行なっている
職員 １７２１

民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

民間あっせん機関
養子縁組あっせん責任者 １８０１

相談員 １８０２

子ども・若者総合相談センター

子ども・若者総合相談センター 相談援助業務を行なっている
職員 １９０１

地域保健法

保健所
市町村保健センター

精神保健福祉相談員 ２００１

社会福祉士 ２００２

精神科ソーシャルワーカー ２００３

心理判定員 ２００４

施設種類
（精神障害者に対してサービスを

提供するものに限る）

相談援助の実務経験として
認められる職種 コード

医療法

病院・診療所
（精神病床を有するものまたは
  精神科もしくは心療内科の
  広告をしているものに限る）

精神科ソーシャルワーカー ２１０１

医療ソーシャルワーカー ２１０２

生活保護法

救護施設
生活指導員 ２２０１

更生施設

被保護者就労支援事業を
行なう事業所

就労支援員 ２２０２

被保護者就労準備支援事業を
行なう事業所
被保護者家計改善支援事業を
行なう事業所
子どもの進路選択支援事業を行
なう事業所
被保護者地域居住支援事業を行
なう事業所

就労支援員 ２２０３

被保護者就労準備支援担当者 ２２０４

相談支援に従事する者 ２２０５

家計改善支援員 ２２０６

居住支援員 ２２０７

就労支援事業を行なう事業所
［自立支援プログラム策定実施推
 進事業実施要領に規定する事業］

就労支援員 ２２０８

日常生活支援住居施設
生活支援員 ２２０９

生活支援提供責任者 ２２１０

地方自治体

市役所の精神障害者に対して
サービスを提供する部署

区役所の精神障害者に対して
サービスを提供する部署

町村役場の精神障害者に対して
サービスを提供する部署

精神保健福祉相談員 ２３０１

社会福祉士 ２３０２

精神科ソーシャルワーカー ２３０３

心理判定員 ２３０４

生活困窮者自立支援法

生活困窮者自立相談支援事業を
行なう自立相談支援機関

生活困窮者就労準備支援事業を
行なう事業所

生活困窮者家計改善支援事業を
行なう事業所

主任相談支援員 ２４０１

相談支援員 ２４０２

就労支援員 ２４０３

家計改善支援員 ２４０４

就労準備支援担当者 ２４０５
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施設種類
（精神障害者に対してサービスを

提供するものに限る）

相談援助の実務経験として
認められる職種 コード

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

女性相談支援センター

相談支援員 ３００１

心理支援員 ３００２

女性相談支援員 ３００３

女性自立支援施設 入所者の自立支援を行なう職員 ３００４

刑事収容施設法

刑事施設

刑務官 ３１０１

法務教官 ３１０２

法務技官（心理） ３１０３

福祉専門官 ３１０４

少年院法

少年院

法務教官 ３２０１

法務技官（心理） ３２０２

福祉専門官 ３２０３

少年鑑別所法

少年鑑別所
法務教官 ３３０１

法務技官（心理） ３３０２

更生保護事業法

更生保護施設

補導に当たる職員 ３４０１

福祉職員 ３４０２

薬物専門職員 ３４０３

訪問支援職員 ３４０４

発達障害者支援法

発達障害者支援センター
相談支援を担当する職員 ３５０１

就労支援を担当する職員 ３５０２

施設種類
（精神障害者に対してサービスを

提供するものに限る）

相談援助の実務経験として
認められる職種 コード

社会福祉法

福祉事務所

査察指導員 ２５０１

身体障害者福祉司 ２５０２

知的障害者福祉司 ２５０３

老人福祉指導主事 ２５０４

現業員 ２５０５

家庭児童福祉主事 ２５０６

家庭相談員 ２５０７

面接員に相当する職員 ２５０８

女性相談支援員 ２５０９

母子・父子自立支援員 ２５１０

母子・父子自立支援プログラ
ム策定員

２５１１

就業支援専門員 ２５１２

生活保護法第55条の７第１項
に規定する被保護者就労支援
事業に従事する就労支援員

２５１３

「セーフティネット支援対策
等事業の実施について」別添
１の３（1）に規定する就労支
援事業に従事する就労支援員

２５１４

都道府県社会福祉協議会
日常生活自立支援事業

専門員 ２６０１

市町村社会福祉協議会

福祉活動専門員 ２６０２

相談援助業務（主として身体
障害者、知的障害者、精神障
害者に対するものに限る）に
従事する職員

２６０３

知的障害者福祉法

知的障害者更生相談所

知的障害者福祉司 ２７０１

心理判定員 ２７０２

職能判定員 ２７０３

ケース・ワーカー ２７０４

法務省設置法

保護観察所
社会復帰調整官 ２８０１

保護観察官 ２８０２

障害者の雇用の促進等に関する法律

広域障害者職業センター 障害者職業カウンセラー ２９０１

地域障害者職業センター
障害者職業カウンセラー ２９０２

職場適応援助者 ２９０３

障害者就業・生活支援センター

主任就業支援担当者 ２９０４

就業支援担当者 ２９０５

主任職場定着支援担当者 ２９０６

生活支援担当職員 ２９０７



38

施設種類
（精神障害者に対してサービスを

提供するものに限る）

相談援助の実務経験として
認められる職種 コード

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
（障害者総合支援法）

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

生活介護を行なう施設 生活支援員 ３６０１

自立訓練を行なう施設 サービス管理責任者 ３６０２

就労移行支援を行なう施設

職業指導員 ３６０３

生活支援員 ３６０４

就労支援員 ３６０５

サービス管理責任者 ３６０６

就労継続支援を行なう施設

職業指導員 ３６０７

生活支援員 ３６０８

サービス管理責任者 ３６０９

就労定着支援を行なう施設

就労定着支援員 ３６１０

サービス管理責任者 ３６１１

相談援助業務に従事する職員 ３６１２

自立生活援助を行なう施設

地域生活支援員 ３６１３

サービス管理責任者 ３６１４

相談援助業務に従事する職員 ３６１５

短期入所を行なう施設

相談援助業務に従事する職員 ３６１６
重度障害者等包括支援を
行なう施設
共同生活援助を行なう施設

（共同生活介護であった
期間を含む）

地
域
生
活
支
援
事
業

日中一時支援を
行なっている施設

相談援助業務に従事する職員 ３６１７
障害者相談支援事業を
行なっている施設
障害児等療育支援事業を
行なっている施設

一般相談支援事業を行なう施設
（相談支援事業を行なう施設で
あった期間を含む）

相談支援専門員 ３６１８

特定相談支援事業を行なう施設
（相談支援事業を行なう施設で
あった期間を含む）

相談支援専門員 ３６１９

相談支援員 ３６２０

障害者支援施設

生活支援員 ３６２１

就労支援員 ３６２２

サービス管理責任者 ３６２３

地域活動支援センター 指導員 ３６２４

福祉ホーム 管理人 ３６２５

基幹相談支援センター 相談援助業務に従事する職員 ３６２６

施設種類
（精神障害者に対してサービスを

提供するものに限る）

相談援助の実務経験として
認められる職種 コード

介護保険法

地域包括支援センター

包括的支援事業に係る業務を
行なう職員（※ 1）

（介護保険法第 115 条の 45
第 2 項第 4 号から第 5 号まで
に掲げる事業を除く）

３７０１

職業安定法

公共職業安定所

精神・発達障害者雇用サポー
ター

３８０１

障害学生等雇用サポーター ３８０２

その他

精神障害者地域移行支援特別対
策事業を行なう施設

地域体制整備コーディネー
ター

３９０１

地域移行推進員 ３９０２

アウトリーチ事業、アウトリーチ
支援を行なう施設

相談援助業務に従事する職員
（医師、保健師、看護師、作業
 療法士、その他医療法に規定
 する病院として必要な職員を
 除く）

３９０３

第１号職場適応援助者助成金又
は訪問型職場適応援助者助成金
受給資格認定法人

第１号職場適応援助者養成
研修又は訪問型職場適応援
助者養成研修を修了した職員
であって、職場適応援助を行
なっている者

３９０４

訪問型職場適応援助に係る受給
資格認定法人

訪問型職場適応援助者養成研
修を修了した職員であって、
職場適応援助を行なっている
者

３９０５

スクールソーシャルワーカー
活用事業を行なう施設

スクールソーシャルワーカー ３９０６

就業支援事業を行なう施設
（ひとり親家庭等就業・自立支援
事業実施要綱に基づく事業）

就業相談業務を行なう相談員 ３９０７

母子家庭等就業・自立支援セン
ター事業、
一般市等就業・自立支援事業を
行なう施設

相談員 ３９０８

ひきこもり地域支援センター
ひきこもり支援コーディネー
ター

３９０９

地域生活定着支援センター 相談援助業務に従事する職員 ３９１０
ホームレス自立支援事業を行な
う施設

生活相談指導員 ３９１１

地域若者サポートステーション 相談援助業務に従事する職員 ３９１２

高次脳機能障害者の支援の拠点
となる機関

支援コーディネーター ３９１３

子ども家庭総合支援拠点
相談援助業務を行なっている
職員

３９１４

注意事項
　　（※１）「包括的支援事業」のうち、一部の事業は、その実務経験をもって精神保健福祉士国家試験を受験することがで
　　　　　　きません。通知の内容を必ず確認してください。
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施設種類
（精神障害者に対してサービスを

提供するものに限る）

相談援助の実務経験として
認められる職種 コード

現在廃止事業の分野

精神障害者地域生活援助事業を
行なう施設

世話人 ４００１

精神障害者社会復帰施設
精神障害者社会復帰指導員 ４００２

管理人 ４００３

知的障害者援護施設 生活支援員 ４００４

児童デイサービス 相談援助業務に従事する職員 ４００５

施設種類
（精神障害者に対してサービスを

提供するものに限る）

相談援助の実務経験として
認められる職種 コード

その他厚生労働大臣が個別に認
めた施設

精神保健福祉に関する相談援
助業務に従事する相談員

（注意）個別認定にあたって
は、別途基準、申請様式があ
りますので、事前にご相談く
ださい。
個別認定に係る書類は、必ず
出願時に願書等と一緒にご提
出ください。個別認定に係る
書類の提出がないものや、個
別認定の結果で厚生労働大
臣の認可がないものについて
は、本コースに入学すること
ができません。

９９９９


